
提出課：

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 50 項 5 目 3

その他 一般財源

404

【事業概要】

  教育振興に係る一般経費及びスクールバス運行にかかる経費。 605千円

【補正理由】

   フリースクール利用者の増加による補正。

  ■ フリースクール利用料補助金

    今後所要見込額 1,980千円 － 予算残額 1,375千円

（財源内訳の詳細　単位：千円）

補助(充当)率 交付税措置率

1/3、上限10,000円 －

令和７年第１０回定例会

議案説明資料 幼児・学校教育課

議案番号 141 令和７年度大山町一般会計補正予算（第9号）

教育費 教育総務費 教育振興費

事業番号 280 事業名 教育振興費（一般）

総合計画における位置づけ

根拠法令・要綱等

今回補正額の財源内訳

国庫支出金 県支出金 地方債

122,440 605 201

補正理由・事業概要 今回補正額の経費内訳

負担金補助及び交付金

  フリースクール利用料補助金

款-項-目-節-細節 説明名称 補正前の額 補正額

60-10-50-5-3 鳥取県不登校児童生徒支援事業補助金 960 201 

対象
（誰、何に対してか）

大山町立学校の児童生徒、教職員、保護者。 01　大山町で暮らすことに誇りを持つ子
どもを増やそう

「大山町魅力向上の５本柱」
における位置づけ

生涯教育と子育て支援の深化

大山町立学校設置条例、大山町フリー
スクール利用料補助金交付要綱など

補正前 今回補正額

事
業
の
目
的

意図・成果
（対象をどのような状態にし

たいのか）

・学校教育法第38条及び第49条の規定に基づ
  き、町立の小中学校及び中学校を設置する。
・フリースクール通所経費を補助し、児童生徒の学
  びの機会の確保と保護者の経済的負担の軽減
を
  図る。



提出課：

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 50 項 5 目 3

その他 一般財源

1,477

【事業概要】

  社会福祉の専門的な知識や技能を有するスクールソーシャル

  ワーカーを教育委員会に配置し、学校へ派遣する。 373千円

【補正理由】

   勤務時間増による増額および決算見込みによる減額。 △ 24千円

  ■ 報酬 パートタイム職員分（スクールソーシャルワーカー）

    今後所要見込額 8,526千円 － 予算残額 8,153千円

  ■ 共済費（労災保険料） パートタイム職員分（スクールソーシャル

      ワーカー）

    今後所要見込額 0千円 － 予算残額 24千円

（財源内訳の詳細　単位：千円）

補助(充当)率 交付税措置率

2/3 上限あり －

令和７年第１０回定例会

議案説明資料 幼児・学校教育課

議案番号 141 令和７年度大山町一般会計補正予算（第9号）

教育費 教育総務費 教育振興費

事業番号 1063 事業名 スクールソーシャルワーカー等活用事業

総合計画における位置づけ

根拠法令・要綱等

今回補正額の財源内訳

国庫支出金 県支出金 地方債

11,753 349 △ 1,128

補正理由・事業概要 今回補正額の経費内訳

報酬

  パートタイム職員分（スクール

  ソーシャルワーカー）

共済費（労災保険料）

  パートタイム職員分（スクール

  ソーシャルワーカー）

款-項-目-節-細節 説明名称 補正前の額 補正額

60-10-50-5-3 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 7,846 -1,128 

対象
（誰、何に対してか）

大山町立学校の児童生徒、教職員、保護者。 01　大山町で暮らすことに誇りを持つ子
どもを増やそう

「大山町魅力向上の５本柱」
における位置づけ

生涯教育と子育て支援の深化

鳥取県スクールソーシャルワーカー活用
事業費補助金交付要綱など

補正前 今回補正額

事
業
の
目
的

意図・成果
（対象をどのような状態にし

たいのか）

スクールソーシャルワーカーを教育委員会事務局
に配置し、児童生徒の置かれた環境への働きかけ
や、保護者、教員等に対して相談、支援を行う。



提出課：

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 50 項 10 目 1

その他 一般財源

2,607

【事業概要】

  小学校の施設設備等を適正に整備し、教育活動を円滑に実施す 150千円

  るための管理運営にかかる経費。 900千円

540千円

【補正理由】 53千円

  決算見込みによる増額。 819千円

  ■ 学校修繕料

・ 名和小学校 53千円 145千円

   一般修繕

・ 大山小学校 819千円

   音楽室ドア修繕 625千円、エレベータ部品 194千円

  ■ 備品購入費

・ 大山小学校 145千円

  フリー棚 （支援学級用）

（財源内訳の詳細　単位：千円）

補助(充当)率 交付税措置率

令和７年第１０回定例会

議案説明資料 小学校

議案番号 141 令和７年度大山町一般会計補正予算（第9号）

教育費 小学校費 学校管理費

事業番号 282 事業名 小学校（学校管理費）

総合計画における位置づけ

根拠法令・要綱等

今回補正額の財源内訳

国庫支出金 県支出金 地方債

61,920 2,607 0

補正理由・事業概要 今回補正額の経費内訳

需用費

  （燃料費）大山西小学校

  （光熱水費）中山小学校

  （光熱水費）大山西小学校

  （学校修繕料）名和小学校

  （学校修繕料）大山小学校

備品購入費

  施設備品（大山小学校）

款-項-目-節-細節 説明名称 補正前の額 補正額

対象
（誰、何に対してか）

小中学校の児童生徒及び教職員。 01　大山町で暮らすことに誇りを持つ子
どもを増やそう

「大山町魅力向上の５本柱」
における位置づけ

生涯教育と子育て支援の深化

大山町立学校等設置条例など

補正前 今回補正額

事
業
の
目
的

意図・成果
（対象をどのような状態にし

たいのか）

学校教育法第38条及び第49条の規定に基づき、
町立の小学校及び中学校を設置する。



提出課：

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 50 項 15 目 1

その他 一般財源

3,453 1,100

【事業概要】

  中学校の施設設備等を適正に整備し、教育活動を円滑に実施す 150千円

  るための管理運営にかかる経費。 150千円

80千円

【補正理由】

  決算見込みによる増額。 28千円

  ■ 消耗品費 594千円

・ 名和中学校、大山中学校のトイレ改修工事の完成に係る

清掃用品の購入経費。（改修されたトイレに合わせた清掃

用具が必要となった。） 3,453千円

  ■ （学校修繕料）名和中学校

・ 一般修繕料 80千円 98千円

  ■ （通信運搬費）名和中学校

・ 電話料金と郵便料金の不足見込み。

今後所要見込額 191千円 － 予算残額 163千円

  ■ （手数料通）大山中学校

・ 蜂の発生や施設への悪影響を及ぼすため、プール横の

樹木を伐採する。

298事業　1/2

令和７年第１０回定例会

議案説明資料 中学校

議案番号 141 令和７年度大山町一般会計補正予算（第9号）

教育費 中学校費 学校管理費

事業番号 298 事業名 中学校（学校管理費）

総合計画における位置づけ

根拠法令・要綱等

今回補正額の財源内訳

国庫支出金 県支出金 地方債

57,735 4,553

補正理由・事業概要 今回補正額の経費内訳

需用費

  （消耗品費）名和中学校

  （消耗品費）大山中学校

  （修繕料）名和中学校

役務費

  （通信運搬費）名和中学校

  （手数料）大山中学校

工事請負費

  名和中学校管理棟揚水ポンプ

  取替工事

施設購入費

  施設備品（大山中学校）

対象
（誰、何に対してか）

小中学校の児童生徒及び教職員。 01　大山町で暮らすことに誇りを持つ子
どもを増やそう

「大山町魅力向上の５本柱」
における位置づけ

生涯教育と子育て支援の深化

大山町立学校等設置条例など

補正前 今回補正額

事
業
の
目
的

意図・成果
（対象をどのような状態にし

たいのか）

学校教育法第38条及び第49条の規定に基づき、
町立の小学校及び中学校を設置する。



提出課：

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 50 項 15 目 1

令和７年第１０回定例会

議案説明資料 中学校

議案番号 141 令和７年度大山町一般会計補正予算（第9号）

教育費 中学校費 学校管理費

事業番号 298 事業名 中学校（学校管理費）

  ■ 名和中学校管理棟揚水ポンプ取替工事

・ 管理棟揚水ポンプが絶縁不良となり、揚水ポンプの取替

が必要となったため。

  ■ 施設備品（大山中学校）

・ 生徒用机・椅子 3セット

（財源内訳の詳細　単位：千円）

補助(充当)率 交付税措置率

－ －

298事業　2/2

款-項-目-節-細節 説明名称 補正前の額 補正額

75-10-20-01-01 公共施設整備基金繰入金 64,840 3,453 



提出課：

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 15 項 10 目 5

その他 一般財源

1,841

【事業概要】

  中山みどりの森保育園の運営経費。

1,375千円

【補正理由】

  決算見込みによる増額。

  ■ 報酬 （パートタイム会計年度任用職員分） 10千円

今後所要見込額 10,500千円 － 予算残額 9,125千円   旅費

  ■ 共済費

・ 互助会負担金（フルタイム会計年度職員分） 140千円

今後所要見込額 44千円 － 予算残額 34千円    

  ■ 旅費  （パートタイム会計年度任用職員通勤手当）

今後所要見込額 300千円 － 予算残額 160千円   316千円

  ■ 保育所修繕料 （中山みどりの森保育園）

・ 園庭の築山の修繕 118千円

・ エアコンリモコンパネル修繕（5台分） 198千円

（財源内訳の詳細　単位：千円）

補助(充当)率 交付税措置率

令和７年第１０回定例会

議案説明資料 中山みどりの森保育園

議案番号 141 令和７年度大山町一般会計補正予算（第9号）

民生費 児童福祉費 保育所費

事業番号 1073 事業名 中山みどりの森保育園

総合計画における位置づけ

根拠法令・要綱等

今回補正額の財源内訳

国庫支出金 県支出金 地方債

112,864 1,841 0

補正理由・事業概要 今回補正額の経費内訳

報酬

  パートタイム会計年度任用職

  員分（中山みどりの森保育園)

共済費

  （互助会負担金）フルタイム会計

  年度任用職員分

  パートタイム会計年度任用職

  員通勤手当

需用費

  保育所修繕料（中山みどりの森

  保育園）

款-項-目-節-細節 説明名称 補正前の額 補正額

対象
（誰、何に対してか）

保護者の労働又は疾病その他の事由により、保育
を必要とする乳児、幼児、その他の児童。 01　大山町で暮らすことに誇りを持つ子

どもを増やそう

「大山町魅力向上の５本柱」
における位置づけ

生涯教育と子育て支援の深化

大山町保育所条例ほか

補正前 今回補正額

事
業
の
目
的

意図・成果
（対象をどのような状態にし

たいのか）

児童福祉法第39条に定める保育所を設置し、同
法第35条第3項の規定により保護者の労働又は疾
病その他の事由により、保育を必要とする乳児、
幼児その他の児童を保育する。



提出課：

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 15 項 10 目 5

その他 一般財源

75

【事業概要】

  名和さくらの丘保育園の運営経費。

75千円

【補正理由】

  決算見込みによる増額。

  ■ （消耗品費）名和さくらの丘保育園

・ 消火器 8本（使用期限が切れたため）

（財源内訳の詳細　単位：千円）

補助(充当)率 交付税措置率

令和７年第１０回定例会

議案説明資料 名和さくらの丘保育園

議案番号 141 令和７年度大山町一般会計補正予算（第9号）

民生費 児童福祉費 保育所費

事業番号 1168 事業名 名和さくらの丘保育園

総合計画における位置づけ

根拠法令・要綱等

今回補正額の財源内訳

国庫支出金 県支出金 地方債

134,559 75 0

補正理由・事業概要 今回補正額の経費内訳

需用費

  （消耗品費）名和さくらの丘保

  育園　

款-項-目-節-細節 説明名称 補正前の額 補正額

対象
（誰、何に対してか）

保護者の労働又は疾病その他の事由により、保育
を必要とする乳児、幼児、その他の児童。 01　大山町で暮らすことに誇りを持つ子

どもを増やそう

「大山町魅力向上の５本柱」
における位置づけ

生涯教育と子育て支援の深化

大山町保育所条例ほか

補正前 今回補正額

事
業
の
目
的

意図・成果
（対象をどのような状態にし

たいのか）

児童福祉法第39条に定める保育所を設置し、同
法第35条第3項の規定により保護者の労働又は疾
病その他の事由により、保育を必要とする乳児、
幼児その他の児童を保育する。



提出課：

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 15 項 10 目 5

その他 一般財源

1,735

【事業概要】

  大山きゃらぼく保育園の運営経費。 741千円

【補正理由】

  決算見込みによる増減。

  ■ 報酬 （パートタイム会計年度任用職員分） 95千円

今後所要見込額 9,530千円 － 予算残額 8,789千円    

  ■ 職員手当等

・ （通勤手当）フルタイム会計年度任用職員分 886千円

今後所要見込額 345千円 － 予算残額 250千円    

  ■ 共済費 251千円

・ 共済組合負担金（フルタイム会計年度職員分）

今後所要見込額 5,176千円 － 予算残額 4,290千円    △ 562千円

・ 共済組合負担金（パートタイム会計年度職員分）

今後所要見込額 882千円 － 予算残額 631千円    324千円

・ 社会保険料（パートタイム会計年度職員分）

今後所要見込額 412千円 － 予算残額 974千円    

1074事業　1/2

令和７年第１０回定例会

議案説明資料 大山地区保育所

議案番号 141 令和７年度大山町一般会計補正予算（第9号）

民生費 児童福祉費 保育所費

事業番号 1074 事業名 大山きゃらぼく保育園

総合計画における位置づけ

根拠法令・要綱等

今回補正額の財源内訳

国庫支出金 県支出金 地方債

143,568 1,735 0

補正理由・事業概要 今回補正額の経費内訳

報酬

  パートタイム会計年度任用職員

  分　(大山きゃらぼく保育園)

職員手当等

  （通勤手当）フルタイム会計年

  度任用職員分

共済費

  （共済組合負担金）フルタイム

  会計年度任用職員分

  （共済組合負担金）パートタイ

  ム会計年度任用職員分

  （社会保険料）パートタイム会

  計年度任用職員分

使用料及び賃借料

  自動車借上料

対象
（誰、何に対してか）

保護者の労働又は疾病その他の事由により、保育
を必要とする乳児、幼児、その他の児童。 01　大山町で暮らすことに誇りを持つ子

どもを増やそう

「大山町魅力向上の５本柱」
における位置づけ

生涯教育と子育て支援の深化

大山町保育所条例ほか

補正前 今回補正額

事
業
の
目
的

意図・成果
（対象をどのような状態にし

たいのか）

児童福祉法第39条に定める保育所を設置し、同
法第35条第3項の規定により保護者の労働又は疾
病その他の事由により、保育を必要とする乳児、
幼児その他の児童を保育する。



提出課：

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 15 項 10 目 5

令和７年第１０回定例会

議案説明資料 大山地区保育所

議案番号 141 令和７年度大山町一般会計補正予算（第9号）

民生費 児童福祉費 保育所費

事業番号 1074 事業名 大山きゃらぼく保育園

  ■ 自動車借上料（大山きゃらぼく保育園）

お別れ遠足用大型バス（3台分）

（財源内訳の詳細　単位：千円）

補助(充当)率 交付税措置率

－ －

1074事業　2/2

款-項-目-節-細節 説明名称 補正前の額 補正額

75-10-20-01-01 公共施設整備基金繰入金 64,840 3,453 



提出課：

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 15 項 10 目 5

その他 一般財源

△ 1,249

【事業概要】

  大山ひめぼたる保育園の運営経費。

1,315千円

【補正理由】

  決算見込みによる増額。

  ■ 報酬 （パートタイム会計年度任用職員分） 177千円

今後所要見込額 2,740千円 － 予算残額 1,425千円    

 ■ 共済費 107千円

・ 共済組合負担金（パートタイム会計年度職員分）

今後所要見込額 191千円 － 予算残額 14千円    

・ 社会保険料（パートタイム会計年度職員分）

今後所要見込額 151千円 － 予算残額 44千円    

（財源内訳の詳細　単位：千円）

補助(充当)率 交付税措置率

7/8 －

令和７年第１０回定例会

議案説明資料 大山地区保育所

議案番号 141 令和７年度大山町一般会計補正予算（第9号）

民生費 児童福祉費 保育所費

事業番号 1426 事業名 大山ひめぼたる保育園

総合計画における位置づけ

根拠法令・要綱等

今回補正額の財源内訳

国庫支出金 県支出金 地方債

36,683 1,599 2,848

補正理由・事業概要 今回補正額の経費内訳

報酬

  パートタイム会計年度任用職員

  分　(大山ひめぼたる保育園)

共済費

  （共済組合負担金）パートタイ

  ム会計年度任用職員分

  （社会保険料）パートタイム会

  計年度任用職員分

款-項-目-節-細節 説明名称 補正前の額 補正額

60-10-15-10-01 保育対策総合支援事業費補助金 0 2,848 

対象
（誰、何に対してか）

保護者の労働又は疾病その他の事由により、保育
を必要とする乳児、幼児、その他の児童。 01　大山町で暮らすことに誇りを持つ子

どもを増やそう

「大山町魅力向上の５本柱」
における位置づけ

生涯教育と子育て支援の深化

大山町保育所条例ほか

補正前 今回補正額

事
業
の
目
的

意図・成果
（対象をどのような状態にし

たいのか）

児童福祉法第39条に定める保育所を設置し、同
法第35条第3項の規定により保護者の労働又は疾
病その他の事由により、保育を必要とする乳児、
幼児その他の児童を保育する。


